
社会福祉法人美郷町社会福祉協議会 採用情報 求める人材 

 

当法人は、誰もが住みなれた地域で自分らしく安心して生活を続けることができるよ

う支えあいの地域づくりを目指しています。 

健康で明るく誠実に仕事に取り組み、社会福祉事業に理解がある方の応募をお待ちし

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【求める人材像】 

・生活の問題課題の解決を目指して、地域福祉の主体である地域住民と共に活動を進めることが

できる人。 

・地域福祉のプロとしての高い自覚を持ちながら職務を遂行でき、柔軟な発想を持って取り組め

る人。 

・元気で明るい笑顔と人とのふれあいを大切にし、あらゆる場面で問題意識、チャレンジ精神を

持って取り組める人。 

【私たちの仕事は】 

  心のつながりを大切にしています。 

  福祉・介護の仕事は、一人ひとりがかけがいのない生命をもって生きていることに毎日触れ

ながら、その暮らしを見守り支える仕事です。人と人とのかかわりの中で、お互いに成長して

いくところがこの仕事のやりがいです。 

  自分の専門知識を向上させ、キャリアアップを図っていくことで、結果的に人の役にたつこ

とに繋がります。そこには、心揺さぶる魅力と人との繋がりがあり「ありがとう」という言葉

をお互いに交し合える仕事です。 

  人の人生に関わるということは辛いこともありますが、共に大変なことを乗り越えて、喜び

へと繋げていくことができ、共に生きるという幸せが実感できる仕事です。 

 

 

【各専門職として働く先輩から】 

 ・介護支援専門員 

介護を必要とする高齢者と介護サービスをつなぎ、利用者を支えられるやりがいと

喜びがあります。 

 ・看護師 

医療の専門職としてのスキルを活かして、地域に貢献できるやりがいのある仕事で

す。個々の生活に合わせて、健康維持と疾病管理を援助することから多くの学びが

あります。 

 ・介護福祉士 

   利用者の方の生活を直接サポートしながら、うれしい変化が目に見えて確認できる

ことは訪問介護の魅力の一つです。自分が必要とされているのだという使命感が得

られます。 

 ・社会福祉士 

制度の狭間の問題解決に向け、福祉の専門職は在宅生活を支えるチームの一員とし

て、やりがいのある仕事です。 

 



【専門職の職務内容】 

  ①社会福祉士・社会福祉主事： 

法人事務。地域福祉活動専門員・在宅福祉相談員として地域福祉活動事

業を行う。 

生きがい活動支援通所事業で指導員・援助員として利用者及びご家族の

相談・援助等。 

  ②介護支援専門員：介護サービス利用者の利用調整や利用者及びご家族の相談・援助等 

     ③相談支援専門員：障がい者等のサービス利用者の利用調整や利用者及びご家族の相談・

援助等 

④看護師：訪問入浴介護事業での利用者の健康管理や機能訓練等 

⑤介護福祉士：訪問介護事業、障がい者福祉サービス事業、訪問入浴介護事業、生きがい

活動支援通所事業で利用者の援助等 

 

【研修制度】 

   職員一人ひとりの可能性、志向、キャリアパスを実現するための研修体系があり、専門

職として成長できる学びの場があります。 

新任職員 中堅職員 監督職 管理職

主事 上席主任 班長 事務局長
主事補 主任 課長

臨時職員等 サービス提供責任者 管理者 所長
介護福祉士 社会福祉士 社会福祉士 社会福祉士
介護支援専門員 介護福祉士 精神保健福祉士 精神保健福祉士
食品衛生責任者 介護支援専門員 主任介護支援専門員 主任介護支援専門員
調理師 相談支援専門員 介護支援専門員

新任研修 中堅職員研修 指導者研修 管理職研修
ＣＳＷ養成研修 介護支援専門員研修 リスクマネジメント研修 福祉保健施設長研修
災害ＶＣ養成研修 サービス提供責任者研修 主任介護支援専門員研修 労務管理研修
メンタルヘルス研修 認定調査員研修 相談援助研修 経営管理研修
介護技術研修 同行援護研修 チームリーダー研修 ハラスメント研修
接遇マナー研修 クレーム対応研修 指導者研修

スキルアップ研修

職位

取得
資格

研修

 

 

【働く環境】 

  ○健康経営宣言事業所として、職員の健康増進について施設内禁煙や血圧の定期的測定環

境等に取り組んでいます。 

  ○次世代育成支援対策法に基づく一般事業主行動計画を策定し、仕事と生活の両立を図れ

るよう、安心して働きやすい職場環境を作りに努めています。 

      ・子の看護休暇や家族の介護休暇を時間単位で取得できます。 

      ・育児や介護の休業給付等の制度の周知や情報提供を行います。 

○相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない快適な職場を作って

いきます。 

 

 

 

 

 


